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第２回 松本市立病院建設専門者会議 会議記録  

 

 

１ 日時 

令和２年９月１０日（木）午後２時から午後４時まで 

２ 開催場所 

松本市役所 第一応接室 （傍聴会場：第二応接室 ライブ中継） 

３ 出席者 

⑴  委員 

鳥羽研二座長、宮田和信委員、杉山敦委員、嵯峨宏一委員 

（リモート参加）川真田樹人委員、久保惠嗣委員 

⑵  松本市関係 

中野政策部長、塚田長野県健康福祉部部付 

⑶  事務局 

   樋口健康福祉部長、田堂医務課長、朝倉課長補佐、畑中主査 

  

４ 議事概要 

 ⑴ 意見交換 

  ・ 特色ある新市立病院について（役割、機能） 

  ・ 機能に応じた病院の規模について 

 

   【司会】それでは定刻より少し早いですがただいまから第二回松本市立病院建

設専門者会議を開催いたします。本日の会議は、一部リモート会議にて開催

しています。メイン会場を松本市役所第一応接室に設けまして、鳥羽座長を

はじめ４名の委員の皆様にご出席いただいております。リモートでの参加は

川真田委員、久保委員の２名となっております。牧委員におかれましては公

務の都合により本日欠席となっております。また本日の会議は、新型コロナ

ウイルス感染予防の観点から別室に傍聴会場を設け中継を行っております。

それでは、早速会議事項に入ります。鳥羽座長お願いいたします。 

【鳥羽座長】どうもお忙しい中ありがとうございます。前回の議事録は皆さん

の手元にいっておりますでしょうか。座長をしながら聞いていると、皆さん

の意見を全部聞いていなかったということで非常にお恥ずかしいのですが、

読み直してみますと殆ど多くの論点が網羅されていまして非常に良いディス

カッションができたと思っております。本日の議事次第の３ページ目を見て

いただきますと、前回の委員意見に応じた松本市市立病院建設専門者会議論
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点というものが挙げられております。まず前回、各委員の先生からの追加請

求資料がありますが、これをいちいち説明していますと時間がなくなってし

まいますので、これを請求した各々の委員の先生が、担うべき役割・機能・

その他について、それを踏まえながらご意見を頂戴して集約していくような

形でよろしいでしょうか。今回が２回目でディスカッション、３回目がとり

まとめに向けた総括議論になるわけですが、今回この２回目のディスカッシ

ョンの内容が多いものですから、場合によっては担うべき役割のところまで

で今回もしかしたら時間がなくなって次回に機能・規模・その他ということ

になってくると思いますが、もちろん今回も機能・規模・その他を踏まえま

して、担うべき役割について議論いただきたいと思います。委員からの追加

請求資料は、みなさまお手元に渡っておりますでしょうか。それでは担うべ

き役割のところから順にですね、皆様から意見を頂戴しておりますので、や

っていきたいと思いますが、地域における役割において皆様から意見を相当

いただいております。地域医療構想の役割分担というところの包括的議論と

して、一番長く詳しくご意見をいただいている川真田先生からまず手始めに

よろしくお願いいたします。 

【川真田委員】すいません、私今手元に自分が書いたものがないんですが・・・ 

【鳥羽座長】わかりました、先生、簡単に読ませていただきます。地域医療構

想追加資料から、松本医療圏全体よりも松本市立病院が想定する医療提供域、

市立病院医療圏の人口減、少子高齢化の速度が速くその程度が大きい。2045

年に向けて周産期医療や急性期医療の需要が急激に低下する一方、感染、循

環器など慢性期医療の需要は維持あるいは増加する。急性期医療の中でも急

激に需要が減少する分野もあるが、骨格系疾患など医療需要が比較的維持さ

れる分野もあると考えられる。そこで長期的な地域における役割としては、

地域に必要な急性期医療、周産期医療、小児医療を維持しながらも常に医療

情勢の分析を行い、短期・中期的には地域で求められる医療へ転換していく

べく、回復・リハビリや地域包括ケアの役割を増加させる必要あるだろう。

このようなご意見をいただいております。 

【川真田委員】先生資料が見つかりました、ありがとうございます。説明した

方がよろしいでしょうか。 

【鳥羽座長】先生の現状分析は誠に適切だと思うんですが、情勢の分析を行い

ながら転換させていくというのは、今までのものをとりあえずベースとして

やって、途中から医療事情によって、例えばある科を縮小したりある科を膨

らませたりと、このような後からの変革というようなご提言と考えてよろし

いのでしょうか。 
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【川真田委員】私が追加資料で主にいただいたのが、出生に関するものと、産

科に関するものです。出生可能年齢の人口動態のデータをいただいて、とい

うのは、急性期の外科系の診療は外科医がいらしたり、それによって影響を

受けるのですが、出生に関するものは、人口動態を見ていればおおむね中長

期的な展望が見れますので、そこを少し見させていただいたということです。

ただ、当然ながらこの西部地域においては、産科医療、小児医療については

この松本市立病院が担わなければいけませんので、長期的には存続させなが

ら維持はしていくんですけれども、その方向性として、例えばもっとお産を

増やすとか、小児の外来を増やすとかということは、ある意味においては難

しいだろうという判断を最初から持ちながら、維持しながらも長期的な展望

は持ってやらなきゃならないということです。それから、急性期と回復期リ

ハビリと地域包括、このベッド数を中短期的に見ながら少しずつ転換してい

くという意味で、短期的、中短期的に診療科を減らすとかいうことではなく

て、診療科については、やっぱり新病院を作る前にある程度ディスカッショ

ンをしておくべきだろうと思うのですが、これはかなり微妙な問題を含んで

いるので、私どものような外部委員だけではやっぱり議論できませんので、

医療需要を見ながら内部の方のディスカッションを併せてやっていただきた

いと、そういう意味合いです。 

【鳥羽座長】久保先生、いかがでしょうか。 

【久保委員】前回述べたこととほとんど同様ですが、地域医療構想からします

と、人口減少、特に高齢化の割合が増えていますので、このような救急医療

及び急性期を主体とする病院ではなくて、救急は二次救急までとしまして、

急性期から在宅診療、介護、それから地域包括ケアや回復期、また慢性期を

主体とした医療を主に行う病院とした方がいいのかなと思います。以上です。 

【鳥羽座長】宮田先生、いかがでしょうか。 

【宮田委員】結局高齢者中心の医療ということになりますので、この前先生に

提示していただいた資料からも、多岐の疾患に及びまして感覚器の問題もあ

ったりしますので、診療科はある程度きっちり、ただし、どの程度医師をそ

こにつけるのかという問題も一つあるんですが、全人的に診ていく以上、そ

のへんの兼ね合いをきっちりつけてやっていかなければいけないのが一つ。

それから、松本西部の地域包括ケア構築のキーとなる病院だと考えています

ので、どうしても訪問系のサービス、診療にせよ訪問看護にせよ、そういう

ところは避けて通れないと思いますので、それも勘案しながらやっていく必

要があると思います。それから、在宅医療支援病院ですよね。そうすると 24

時間往診が必要な体制と確保しているかとか、緊急時在宅で療養を行ってい
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る患者さんの緊急入院に対応するとか訪問看護に 24時間対応するとか、そう

いう在宅医療支援病院の施設基準の要件がありますので、そこらへんもきっ

ちりやってかなきゃいけいない。 

【鳥羽座長】今は満たしてないということですか。 

【宮田委員】満たしていると思います。満たしていると思いますが、まだ展開

が不十分だと思います。 

【鳥羽座長】そういうことですね。杉山委員、いかがですか。 

【杉山委員】前回、医師会の意見ということで骨格を出させていただきました

が、やはり在宅医療支援病院になれるサイズで、急性期の一般病棟、それか

ら地域包括ケア病棟、回復期リハビリを組み合わせた地域密着型の病院が必

要だろうと。ただ、病院は回復期リハビリ・地域包括ケアというのはやはり

急性期の機能でしっかり支えられている部分と一緒になるので生きてくるも

のだと思いますので、手術室機能も含めた急性期の機能は、総合病院として

総花的にはならないかもしれませんが、やはり維持しなければいけないと思

います。それからもうひとつ市民のために、良好な個室が多い病床環境、ア

メニティを用意するという基本的な考え方がないといけないかなと思います。 

【鳥羽座長】嵯峨委員は、よろしいですか。前回から、まず三次救急、それは

いらない。二次救急まで。急性期医療は、やはり一定程度残す。これはコン

センサスです。それからいわゆる回復期リハビリにしても地域包括ケアにし

ても、急性期医療のバックアップなしには成り立たない。これは私も分かっ

ております。ただその規模はどうするかはまた後でディスカッションすると

して、一定の急性期医療を残しながらという形でよろしいですかね、コンセ

ンサスは。それから、西部地域における医療の役割の中で、へき地医療につ

いてはまた後でディスカッションしたいのですが、今出ましたとおり、松本

市医療圏よりも少子高齢化の速度が速いということで、医療需要の方は若干

慢性期・回復期の需要の方が多いというもので、それらはまたベッド数の割

合などに関わっていくということで、これもよろしいですかね。今日ちょっ

と市立病院を拝見してきたんですけども、国立長寿医療研究センターと同じ

ようなロケーションで、ベッド数は向こうは 300床でこちらは 200床でした

けれども、高齢化率は波田地区のほうが高いんですが、病院の古さ、診療内

容については、国立長寿医療研究センターは小児科と産科がないんですが、

他は非常に似たようなところでした。そういう印象でしたが、今のところ西

部地域における役割というのは、地域医療を生かしながらも、松本医療圏全

体の中でも、市民病院なのでしっかりやっていただかなければいけないとい

うことで、聞き取りをさせていただきました。 
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次に、地域連携のことですけれども、地域連携といいますとやはりかかり

つけ医の先生との連携が不可欠だと思いますが、杉山先生どうでしょうか。

地域連携のあり方については。 

【杉山委員】私も、市立病院の地域包括ケア病棟に、重度心身障害の方のレス

パイトを実際にお願いして、スムーズにやっていただいています。それから、

波田地区、西部地区の在宅医療に関しては、実際に今の機能を使って支援は

きちっとやっていただいていると思います。西部地区には、松本市立の診療

所がへき地にありますけれども、医師会は直接の病院のブランチの医療機関

をたくさん作ることは好ましいことではないと思っていまして、ひとつずつ

独立した医療機関としてあってほしいと思っていますが、市立ということで、

病院からの支援、医師が足りない時には支援に行かれたり、実際に市立病院

の先生方が奈川診療所の手伝いに行くとか、そういうこともしてくださって

いまして、在宅医療を支えるということに関しては、現状かなりの機能を持

ってやっていただいていると理解しています。 

【鳥羽座長】市立病院が支援して有機的にやっていくためには、組織とか人的

に、週に何日か行くということになりますと、ブランチ化の方がより制度と

して安定化するんですが、それを医師会が反対する理由は何ですか。 

【杉山委員】反対ということではないのですが、既に相澤病院さんが市内の診

療所を、後継の方がいないから順番に全部相澤第一診療所、第二診療所と、

そういうお力を持っている病院なんですが、昔から松本市医師会は、そうい

う風にしないようにしようと。やはり医療機関というのは志のある院長、経

営者が、自由開業制の下でやるんだという、そういう考え方、ひとつの大き

い組織がネットワークを作ってどんどん大きくしていくというのは控えまし

ょうという伝統があるということだけです。 

【鳥羽座長】いわゆる市内のようなところと、いわゆるへき地という医者が少

ないところでは、医師会としても若干、その特殊性を考慮したオーガナイゼ

ーションについてディスカッションの余地があるということですか。 

【杉山委員】へき地の、奈川診療所、安曇診療所の存在は、公立で市営のもの

で必要であるということは検討してもと、昔からそれは尊重しています。 

【鳥羽座長】久保先生いかがでしょうか。 

【久保委員】波田地域から西側、診療所がいくつかあるようでございますので、

それをできれば一括して、新しい病院で管理してもらえればいいのかなと思

います。 

【鳥羽座長】どうでしょうか、市内でのシンジケート化を恐れられている相澤

病院さん。（笑い声） 
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【宮田委員】ちょっとまた事情が別ですので。山間部の診療所は、市立病院が

医師だけでなく看護師とかも含めて、バックアップしていくべきだと思いま

す。 

【鳥羽座長】川真田先生何がご意見ありますでしょうか。 

【川真田委員】皆さんのお考えに私も賛成いたします。 

【鳥羽座長】そうすると、杉山医師会長も柔軟なご議論をいただけるというこ

となので、私もぜひシンジケートというのではなくて、少なくともオーガナ

イザーとして市立病院の方がへき地の診療所をネットワーク化して、往診、

診療の手伝いを、確か今診療所に勤めておられる方はかなり若くて熱意を持

った方のようなので、その人達が孤立しないように市民病院が有機的に支援

していく組織を作るということでよろしいでしょうか。もう一つの地域支援

の問題として、開業医の先生が午後から往診をされて熱心にやっておられる

と思うんですが、先生方の年齢を聞きましたら 70歳平均くらいで。松本市医

師会はどうでしょうか、平均年齢は。もっと若いですかね。 

【杉山委員】松本市医師会の平均は、60代後半とかかと思いますが。80歳以上

で会費免除になられている先生が 100人近くいらっしゃいますが、その方た

ちも必ずしもリタイアされている方だけではなくて、現役でやっていらっし

ゃる方もたくさんいます。 

【鳥羽座長】在宅医療への馬力というところではどうでしょうか。年齢にはよ

らないかもしれないですが。 

【杉山委員】完全な在宅医療に特化した診療所は松本にはないので、一般診療

をしながら、比率はそれぞれですが、午後から地域へとやっています。 

【鳥羽座長】やはり厳しくなりますか、歳をとると。 

【杉山委員】厳しいです。 

【鳥羽座長】市立病院が、松本地区ほどあまり濃密でない、開業医のかかりつ

け医の先生とネットワークを組むうえで、どの程度在宅医療をその先生方が

今後支えていけるのか。支えていく、いけない部分を今後どうやって補うか

という議論はある程度しておくべきかと思うのですが、宮田先生いかがです

か。 

【宮田委員】間違っていたら申し訳ないですが、地域の開業医の先生が何人か

知り合いにいて、やっぱりきつくなってきていると。医師会の立場としては、

土日はあまり往診とか訪問診療に出ていくのはいかがなものかという考え方

があるのですが、やっていただいて構いません、むしろやっていただかない

と我々がもたないというお話をうかがうことがありますので、バックアップ

すべきではないかと僕は思います。 
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【鳥羽座長】本来はかかりつけ医の先生が、日本医師会の午後から診療の先生

を中心に在宅をやっていくというのが基本だと私は思うんですね。というの

は、どうしても病院の外来は町の外来なので、家族のことなど一番よく知っ

ているのはかかりつけ医の先生なので、その先生が行っていただくのが一番

なんです。けれども、その先生方の労力が少し疲弊してくると、ではどこま

で病院がと。今の病院は訪問看護ステーションもあって、訪問看護もしてい

るんですよね。その補完的なことについては議論を深めていただくというこ

とでよろしいでしょうか。どうでしょうか。そのような補完的モデルはあり

ますか。医師会と病院の補完的モデルというか。 

【杉山委員】今、地域包括ケア病棟の相澤東病院の機能で、病院として支えて

いただいている。あとは、診療所のグループの中で 27件くらい、学会の時な

ど不在の時にもし看取りが発生したような場合に補完し合うネットワークは

松本市医師会の中で構築していて、少し緩い形の援助体制というか、そうい

うものを作っています。それを病院が支えていただいているという考え方で

作っていますね。 

【鳥羽座長】在宅療養支援病院の入院に関しても、かかりつけ医の先生が一定

の、優先で入院ができるようなシステムが求められているのではなかったで

すか。 

【宮田委員】レスパイトに代表されると思うのですが、ご依頼のあったレスパ

イトは、あくまで在宅においてはかかりつけ医の先生が主治医で、慈泉会と

しては訪問看護と訪問介護とケアマネ、それだけを持っていまして、そちら

を補填している。やり始めたころは全然なかったんですが、今後地域の訪問

看護も足りないと思う。ですので、西部地区においては訪問看護師さんがぜ

ひ活躍していただいて、開業医の先生方を手助けしていただければと思いま

す。 

【鳥羽座長】久保先生何かご意見ありますか。 

【久保委員】特にございません。 

【鳥羽座長】へき医療について、これに関してはほとんどの先生が積極的に進

めるべきということで、これはよろしいでしょうか。診療所に関しては先ほ

ど言ったように、へき地の関係している診療に関しては有機化して、市立病

院がネットワークの要になっていこうということを議論する。それで、川真

田先生にお願いがあるのですが、広島大学のへき地医療の講座で、このよう

な診療所の担当者が客員の講師とか、客員の助教授になって、大学の授業を

しながら学生にへき医療の実習などを担っているということがあるんですが、

そのへん信州大学で今どのような形になっておられるか教えていただければ
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と思います。 

【川真田委員】信州大学では、総合診療科を作って教授を１人配置しておりま

す。この方は、市立大町病院と３人いらっしゃるのですが、北信総合病院の

方で給与をいただきながら、そちらで学生の実習とかをしつつ、大学でも教

育していると。松本市立病院はかなりそういう中で近いので、過去にそうい

うご提案をいただいたことがあると聞いておりますけども、設置までには至

っていないというふうに思います。 

【鳥羽座長】大町病院とかそういうところのへき医療もやっておられるのです

かね。 

【川真田委員】へき地医療というか、総合診療ですので、何もない中でＣＴも

撮らずに患者さんの診断までやるという、要するに総合診療ですね。総合内

科ではなく総合診療科として大学の教授ないしは講師が勤務しておられます。 

【鳥羽座長】やはりこの市立病院で、そのような地域医療やへき地医療を若い

人に継続して魅力足らしめるものとして、アカデミックなポジションとかア

カデミックな支援というのは非常に有効であると思っておりますので、先生、

ご検討いただけますでしょうか。また改めて。 

【川真田委員】教育研修のところに少し書かせていただいたのですが、総合診

療を松本市立病院でやることについては私も良いことだと思います。 

【鳥羽座長】ありがとうございました。現在でも研修医を派遣していただいて

いるということを聞いておりますので。 

それでは次に、災害医療について、これについてはいかがでしょうか。災

害医療で具体的にかなり必要になった例は、今までこの地域ではどうなので

しょうか。ちょっと勉強不足で私は知らないのですが、久保先生と川真田先

生、何かありますでしょうか。 

【川真田委員】災害訓練で、松本市立病院が孤立したというのを信州大学では

いつもやらせてもらっているんですが、水害マップを見ると梓川が氾濫しや

すいので、西部地区が孤立した場合には、医療の砦としては松本市立病院が

なろうかというふうには考えています。新病院には、患者さんを松本市立病

院から松本市街に搬送するシステムを何らかの形で用意しなきゃならないだ

ろうということを私は書かせていただきました。 

【久保委員】私は、ＤＭＡＴは必要というふうに書きましたけれども、これは

やはり政策的な観点が入ってきますので、100 パーセント必要というわけで

はなくて、一応市立病院としてあった方がいいのかなという、そういう意味

合いで書いてありますので、どうしても必要というわけではございません。

これはやっぱり行政の方の意見が入ってくるのではないかと思っております。 
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【鳥羽座長】災害医療は、小さな規模の病院にそこまでというのはなかなか。

どの病院でも比較的医師に余裕のある方がいろんなところに、ＤＭＡＴとか

国際に出ていきますので。できる限りやるということで。 

【杉山委員】小さいことなんですが、断層の状況から、構造線が動いた時の地

震があるとちょうどこのへんが一番震度が高い場合があるんですね。そうし

ますと、地震の予想からすると、相澤病院、信大病院、街中の病院がかなり

の被害を受けて、少し西側に外れた市立病院だけがかなりの機能を残すとい

うことがあり得ると、そういう認識があります。ですから、全部が街中で済

まなくなる場合があるんだと、その認識だけはお伝えしておきます。 

【鳥羽座長】そうですね、ここも大きな地震が来る可能性があるんですね。群

発地震の方は、火山の方の影響であんまり関係ないのですか。 

【嵯峨委員】震度６とか７を起こすような断層ではないです。 

【鳥羽座長】それでは次に参りたいと思います。感染症医療、新型コロナ・個

室などということですけれども、これについてはいかがでしょうか。今日私

が病院を拝見させていただいて、今まで 1,500件くらいのＰＣＲ検査をされ

ているようです。最大で１日 40件から 60件のＰＣＲ検査やって、ランプ法

がほとんどですが、新しい 24時間対応の全自動のコロナの機械も２台購入し

て動いているということで、発熱外来もありましたけれど、陰圧室はひとつ

もなくて、その中で頑張っておられるということです。最大 35床まで確保し

て、今は２人入っておられるということですけれども、この地区におけるコ

ロナ診療、とりあえずはまずコロナのことについてですが、コロナ診療の分

担と現況については、どなたがいちばんお詳しいですか。 

【杉山委員】２月の半ばから、松本広域圏の救急災害医療協議会に新興感染症

の委員会がございますので、それを立ち上げて、病床をどうするかというこ

とを、病院長に集まっていただいて、圏域としての計画を立ててまいりまし

た。それはやはり、感染症指定病院である松本市立病院にできる限り、限界

まで頑張っていただくということで、通常６床のものを 16床まで、それから

37床までということを市立病院として決断していただきました。そして、例

えば相澤病院はそれ以外の臨床定点として、ＰＣＲの外来も持っていただい

てはいるんですけれども、できる限り分担して、それ以外の救急を相澤病院

が受けてやっていくと。それがオーバーフローしてきたときは、フェーズ３

か４でございますけれども、それで対応するということです。市立病院も最

初はそこまで仰っていなかったですが、ディスカッションしているうちに覚

悟を決めて体制を作っていただいて、市長のご理解をいただいて、この体制

になっています。医師会も市立病院の発熱外来のＰＣＲ検査に医師会員が出



 10 

務して手伝いをしたりと、そういう体制を今までとってきています。 

【鳥羽座長】川真田先生にお聞きした方がいいかもしれませんが、レスピレー

ターとかエクモとかの症例というのは信州大学で受けることになっているの

でしょうか。 

【川真田委員】エクモは信州大学です。レスピレーターはすべてが信州大学で

はないんですけれども、信州大学は基本的にはレスピレーター以上の重症患

者さんを受け入れることになっていて、信州大学も松本市の協議会に入って

おりますので、その中で松本市立病院は軽症・中等症ということになってい

て、今のところは上手く機能していると。 

【鳥羽座長】失礼ですが、信州大学は陰圧室は何室用意できるのでしょうか？ 

【川真田委員】陰圧室は、救急のＩＣＵを入れて３床用意できます。 

【鳥羽座長】ありがとうございました。コロナが平穏な長野県かなという。健

康長寿医療センターだけでも陰圧室が５室とエクモが３台あって、隣の豊島

病院が中等症のレスピレーターが 30床、エクモがうちと分担しています。市

立病院が今後しばらく第２波第３波、あるいはコロナに関して重要な役割を

果たしていかないと困るということでよろしいですか。 

【久保委員】私は長野県の新型コロナウイルス感染症対策専門家懇談会の座長

をやっておりますが、新型コロナで一番脆弱なのが松本地域です。やはり松

本市立病院が第二種感染症指定医療機関として非常に大事だと思っておりま

す。将来、松本市は飛行場もございますので、世界に向けて発信などする時

に感染症が入ってくると、松本空港に一番近い松本市立病院に受けるという

のが一番理想的ですので、現在病床は６床ですけれども瞬時に増やせるよう

な、導線を別にして他の病棟と隔離できるような、せめて 20床から 30床く

らいの病床まで増やせるような、そういう仕組みの病床を作っていただける

と、非常に感染症に対して強くなるのかなと思います。やはり感染症の病床

は市立病院にはどうしても必要だと思っておりますので、ここはしっかりと

強調しておきたいと思います。 

【鳥羽座長】ありがとうございます。新病院になる前にできる限りコロナ対策

を重視して、トップランニングしてやっていくということでよろしいですか

ね。陰圧室は今日も見て、陰圧室の簡易陰圧機というのが 75万円であるんで

す。ご存じだと思いますが、窓があれば陰圧室ができるんですよね。今日中

村院長も購入するとおっしゃっていましたので、そうするとＩＣＵもすぐに

窓さえあれば陰圧ＩＣＵになりますし、救急もできますし、いらなくなれば

安いものですから取り払えばよい。健康長寿医療センターでは、動線が別の

ところに陰圧室が２部屋、連携検査外来でＰＣＲ検査をやっています。現在、
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外側の方からの動線で発熱外来をやっていますけれども、あのスペースがあ

れば陰圧室もあそこで設けられると思いますので、それはできると思います。

結構たくさんいらっしゃるので、ＰＣＲ検査も拡充していく必要が出てくる

かもしれません。まずここでお聞きしたところでは、保健所からのものと医

師会からのもの、もう一つは企業で、海外出張の時にＰＣＲネガティブの証

明書を出してくださいというのも結構活発にやっていらっしゃる。これらは

より拡充していくということですが、残念ながら一般病室の中の奥のところ

にコロナベッドがあって、そこは陰圧室も何もないので、医療従事者の安全

の面でも相当厳しいものがあると思います。これらは新市立病院が建つ前も、

簡易な、一定の投資をして、コロナ対策を充実していただくということでよ

ろしいでしょうか。市立病院では、当然動線を別にした感染症の体裁をとっ

ていくと。今回入れていただいた２台の 24時間の機械は、コロナだけでなく

てインフルエンザもサイトロメガも、20種類くらいを一度に測れる機能を備

えていますので、特に冬場のこれからインフルエンザがはやる時期に、感染

症の判別診断が簡易にわかりますので。24時間体制でやっているかときいた

ら、技師さんがいないと言っていました。松本市全域のコロナ対策へ対応す

るためにはそのような体制を取るかどうかについて、またそれはご検討くだ

さい。 

【杉山委員】来週から、もう一つＰＣＲセンターを市内に作ります。これは市

と医師会と臨床検査技師会で。医師会員が 55名交代でノミネートしています。

もうひとチーム、２カ所でいきます。 

【鳥羽座長】素晴らしい。東京都の各地区の医師会のＰＣＲセンターは、やる

やると言ったんですが、結局理事の人しか出てこなかったという寂しいこと

がありましたので、素晴らしいです。それとは別に、むこうもやっぱり充実

した方がいい。 

【杉山委員】両方に出務する、お手伝いに行っております。 

【鳥羽座長】感染症については、特色を生かした医療機関とすべく、これから

もやれることはやっていくと。 

【嵯峨委員】設備をしっかり整えていくっていうのはもちろんなんですが、通

常時のドクターの体制と、あるいは感染が広がったとき、ドクターはどうい

うふうに確保していけばいいのでしょうか。 

【鳥羽座長】今日お聞きしました。市立病院は、内科、外科の先生共同で、交

代でやっておられると。いい点としては、みんながコロナのことを勉強して

いる。ただ、感染症専門医も呼吸器専門医もいないので、重症化するかどう

かというところについては若干不安があるとはおっしゃっていました。信州
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大学の方は感染症とか呼吸器の先生は、人手が不足しているんですよね。 

【川真田委員】地域の協議会でも、松本市立病院に呼吸器専門医が応援に行く

というフローチャートはあるんですけれども、その時はおそらく大学も重症

患者を受け入れているでしょうから、なかなか大学からは行けない。今のと

ころは上手く回っているんですけが、もっと患者さんが増えてきたときにど

うなるかは、ちょっと読めないところがございます。 

【鳥羽座長】画像を見ての遠隔アドバイスみたいなものは今後可能ですか。 

【川真田委員】それは可能だと思います。ＣＴの遠隔だとかは可能だと思いま

す。それについては多分議論していましたっけ。遠隔を使うというのは。 

【杉山委員】いや、していないです。   

【川真田委員】相互のシステムがまだないかもしれないです。信州大学の放射

線科で、特定の、もっとへき地の病院などと画像のサポート体制は組んでい

るんですが、松本市立病院とは組んでいないので、将来新病院のときには、

そういうものを入れてもいいかもしれません。 

【鳥羽座長】ＣＴのＡＩ診断については、うちの病院でもデータ出したばかり

で、ＴＭＤＡにもほぼ通りましたので、ＡＩによるＣＴ診断も、保険収載が

そんなに遠くないうちにできると思います。ＡＩＣＴ診断のネットワーク化

については、ぜひ川真田先生を中心にご議論いただければと思います。よろ

しくお願いします。 

それでは感染症の次に、予防医療・人間ドックについてですが、ドックも

やっておられるということですが、これはまず医師会の杉山先生から。 

【杉山委員】特定健診、高齢者健診などは、基本的には民間病院や診療所、市

が基本の健診はさせていただきますので。もちろん機能的に地域性もあって、

必要だとは思いますけれども、これが市立病院の事業の骨格、収益を得るた

めなりの事業の骨格には、あまり据えないでいただければありがたいなとい

うのが医師会の発言になります。 

【宮田委員】人間ドックは、やはり民間のほうに回していただければ。 

【鳥羽座長】久保先生いかがでしょうか。 

【久保委員】これはやはり地域の住民の方々にとっては、あった方が良いと思

います。 

【鳥羽座長】若い方の人間ドックは民間でよろしいかと思いますが、高齢者に

必要な項目を別に見るようなドックって今ございますか。ないですかね。う

ちはそういう特別なニュアンスで、フレイル健診、フレイルドックというの

を始めようと思っているんです。骨格筋とか、虚弱、転倒予防みたいな。そ

ういうようなことであればあればあまり競合しないですかね。これは継続的
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に、一般のドックと競合しない、そういう特色のあるドックについては検討

を進めるということでよろしいですか。 

それでは次に参ります。次に教育研修ですね、川真田先生よろしくお願い

いたします。 

【川真田委員】長期的に総合病院としての診療科が少し減っていったとしても、

総合診療を中心とした研修病院として医学生や初期研修医を、あるいはへき

地医療として受け入れを継続していかれたほうが良いと思いますし、信州大

学としてもぜひとも協力して一緒にやっていただきたいと思います。 

【鳥羽座長】久保先生いかがでしょうか。 

【久保委員】今の川真田病院長の意見と同じです。 

【鳥羽座長】宮田先生、どうでしょうか。 

【宮田委員】協力病院でやっていくのがいいのではないでしょうか。 

【鳥羽座長】こういう総合診療、へき医療というと論文になりにくいんですよ

ね。切り口によると思うんですが。人によってはへき地における血圧の変動

が違うとか、変わった切り口で論文を出されている先生もいるんですが、そ

ういう地域に属したような特色のある研究をして、若い人もという形にしな

いと、なかなか救急や訪問診療の技術を身に付けても若い人が継続すること

ができないという難点がありますので、その辺はぜひ川真田先生お知恵を貸

していただければと思います。それでは次に障害者総合支援医療、これはい

かがでしょうか。今日は事務局の方から何か小児の資料を、経営の安定や特

色のために、この地区に足りない重度心身障害をやったらどうかといただい

ているんですが、これについてはどうでしょうか。 

【宮田委員】重度心身障害は今、まつもと医療センターでやっているという認

識なので、そちらでいいような気がするんですが。これは間違っていたら申

し訳ないのですが、医療的ケア児と発達障害児の問題があって、どのくらい

の医療度が必要かというと分からないんですが、この地域で足りない医療だ

と非常によく聞きます。市としても何らかの対策を打っていかなければいけ

ないと聞き及んでいて、それを市立病院が担うかどうかは別問題として、そ

ういう役割が持てれば小児科として特色は出てくるのかもしれない。 

【鳥羽座長】久保先生、全県的な重心のことについてはどうでしょうか。 

【久保委員】ちょっと分かりませんので特にコメントを控えさせていただきま

す。 

【鳥羽座長】市からいただいた資料では、松本はセンターもやっておられるけ

れども、若干足りないということですか。そのへん事務局の方では。 

【事務局】福祉サイドから見ると、西部地域ではほしいということです。 
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【鳥羽座長】まあでも重心ですから、他にあればそちらを増やしていただくと

いう要望も解決策としてあるわけです。重心というと同じ小児科としても一

定の専門性がいるのではないですか、どうですか。 

【杉山委員】重心の話を学校とか現場レベルで伺うと、その子どもさんが学校

に行った時に吸痰をするナースが一定時間付いてほしい、そのナースの供給

先がないと。ですからそういう機能を市立病院が担われるのであれば、必要

な時に市立病院から派遣されるということが、病院としてどうか。経営的な

問題もあるし体制としてできないということも。 

【鳥羽座長】国がかなり補助しているということは、国が全国的な重心のニー

ズを把握して、必要なところに配置していることは間違いないんですね。そ

れが地域で足りないってことがあっても、今日拝見したらあそこの病院は小

児科の先生が結構たくさんいらっしゃるので、まあ移行できたらいいとは思

いましたけど、そういう問題ではないような気がするんです。重心ですから

ね。一応ご提案ですけども、検討課題というくらいで残しておくということ

でよろしいでしょうか。何か特に市としてこれに対する思い入れはりますか。 

【嵯峨委員】やりたいということでなくて、もしそういう需要があれば公立病

院としては考えなきゃいけないかなという部分はありますが、できれば、ご

専門のところで診ていただければありがたいなということです。発達障害に

関しては、松本市としては保健師からのケアというのは相当やっているので

すが、医療的なところについては療育センターがないものですから、そうい

うことができていないということになりますが、これも受けた場合に果たし

て保険診療の中でやっていけるのかどうかというあたりはいかがでしょうか。 

【宮田委員】詳しいことは分からないんですが、看護度の問題、医療度の問題

があるんですが、なかなか発達障害の子どもたちが小児科の先生に診てもら

えないというのが事実です。精神科なのか小児神経科なのかよく分からない

ですけれど、ぜひ検討していただければありがたいと思っています。 

【鳥羽座長】ではその次に参ります。次に、今のところ診療体制はちょっと置

いておくとして、診療科、がん医療、手術、透析患者。がんと透析について

はどのような役割分担をしていくかということで、先ほど一定のできるとこ

ろまではやると。私は外科でないものですから、市立病院のところでどこま

でできて、そうじゃないものを信州大学や相澤病院にお願いする、そのあた

りのトリアージというか、また、外科の先生でもこれくらいはやらないと外

科医としては悲しいというところもあると思いますが、そのへんはどうなん

でしょうか。宮田先生、何か。 

【宮田委員】集学的ながん治療というのは無理があると思います。がんの手術
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はやはりがんの拠点病院と連携して、そちらのほうで集学的にやっていただ

いて、そのあと戻ってきたときにという形でやっていただければいいと思い

ます。あと、どうしてもこの地域は、二次輪番制とかをやっていますので、

一般外科的な、胆石や虫垂炎などというのはどうしてもかかっていくことに

なると思います。外科の先生にそういう一般的なものと、整形外科の骨折と

か、お年寄りもいますので、泌尿器科の前立腺肥大みたいなものはどうして

も要ると思います。そういった系統の手術をやっていただける体制でお願い

できればと思います。 

【鳥羽座長】がんの内視鏡的なものは、かなりやっておられて… 

【宮田委員】内視鏡は別だと思います。 

【鳥羽座長】全身のものは例えば胃がんでも５件くらいとか、大腸でも 10件く

らいとか、それも集学的でなくてある程度簡単にできるものは、続けていた

だくような形にしますか。それとも全部、全部送るというのも良くないので

すかね。 

【宮田委員】イレウスとかになってしまうようなことがどうしてもあるので、

避けられないと思うんですよね。ある程度。 

【鳥羽座長】川真田さんそのへんの役割分担について、何か原則的にございま

すか。 

【川真田委員】宮田先生がおっしゃったように、がん治療は厳しい、特に外科

的ながん治療は難しくなっていくのではないかと思います。もちろん虫垂炎

や胆嚢炎の手術ができる機能は、急性期病院として残さなければなりません

し、あと整形外科の骨折等の外傷、それから産科を残して、帝王切開をでき

るようにはしておかなければならないと思います。そのへんは、おそらく背

景人口の高齢化の中で、ある程度疾患数がどこかの時点でフラットになって

いくと思うんですね。今既にかなりフラットに近づいているのではないかと

この間のデータを見せていただいて思っているので、その手術数等の推移で、

診療科を減らす必要はないと思うのですが、役割とか、新たな医師の採用と

かは控えながら進んでいったらいいんのではないかと考えています。 

【鳥羽座長】実際ご存じのように、外科系は専門医制度との絡みで、一定以上

の手術数がないと若い人が来ないんです。手術のことを覚えにね。どうして

も大学病院とか相澤病院とか大きいところに行かないと、専門医がとれない

んです。ですから、一定の年配の方で、自分でトリアージができるような外

科の先生が、細々とやっていただいているような状態だと思うんです。でも

やらなければいけないので、そういう分をわきまえた外科医療を続けていた

だくというようなことでよろしいですかね。久保先生どうでしょうか。 



 16 

【久保委員】がんに関しては予防医療で良いのではないかと思っています。そ

れから、感染症の中心的な病院ですので、呼吸器内科はぜひ必要かなと思っ

ています。それから、高齢者が多くなりますので、循環器は心不全を主体に

治療し、整形外科、眼科、泌尿器科はあった方が良いのかなあと思っていま

す。 

【鳥羽座長】それでは、透析はどうでしょうか。40床くらい回っているのを本

日見てきましたけれども。透析は民間ではあまりやっていないのでしょうか。 

【嵯峨委員】かなりあります。 

【杉山委員】やっている病院、開業医もあります。松本医療圏の透析の数はち

ょうどかつかつで、大変に忙しい。いっぱいに回してちょうどの数になりま

す。市立病院もいっぱいに動いていただいていて、現時点ではちょうどいい。

もし新しいクリニックが有床 20 床で開きたいという話がこの前もあったん

ですが、それもノーではなくウェルカムくらいの状況です。 

【鳥羽座長】糖尿病が増えて、新規高齢透析患者がこの地区も増えているんで

すか。 

【宮田委員】今後多少増えていくという予想だったと思います。 

【杉山委員】なるべく減らそうとプログラムは一生懸命やっておりますけれど

も。 

【鳥羽座長】それでは少なくとも、新病院まで透析を継続して、ニーズが減ら

なければこのまま継続するということでよろしいでしょうか。 

それでは次にいきたいと思います。産科についてはどうでしょうか。産科

は県立こども病院もありますし他のところもありますが、市立病院は今日見

てきましたけれども、産科はワンフロアを占めていて結構大きいんですよね。

これについてはどうでしょうか。 

【杉山委員】松本医療圏で、出産子育て安心ネットワークという協議会を作っ

て、県の中では独特の体制を作っています。協力医療機関と分娩医療機関を

分けまして、妊娠した方が直接分娩医療機関の外来へ行かないで、初めは協

力医療機関の開業医で受診して、共通の診療ノートを作ってそれに情報を全

部入れて、一定の期間、つまり妊娠の 10週、11週から 12週で、一回分娩医

療機関へ行って分娩の予約をして、それでまた健診の医療機関で管理を受け

て、またお産が近くなったときに分娩医療機関に入るという形です。これは

何が起こってきたかというと、やはり分娩医療機関が非常に疲弊していた部

分の外来部分を診療所の医師が担ってやるという体制を取ってきております。

分娩施設は松本医療圏は非常に減っておりまして、半分以下に、限られた拠

点の病院でしかできないということになっていますので、その体制を維持し
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て参りました。それで、松本市立病院の分娩というのは非常に重要な西部地

域のお産を担っていて、これは維持しないといけないものです。 

【鳥羽座長】民間の分娩機関に比べてお医者さんの数の割には分娩数が少ない

気がして、コストパフォーマンスが悪いような気がするのですが、そのへん

はどうですか。 

【杉山委員】助産師も充実している。 

【鳥羽座長】異常分娩については他のところでお願いすることもあると思いま

すけど。 

【宮田委員】現状、確か市立病院も去年一昨年と比べるとガクっと減ってきて

いる。相澤病院も半分くらい減っている状況です。産科の体制も、産科の先

生も増えは絶対していかないので、杉山先生が言われたシステムで現状回し

ていかないと産科の先生がパンクしてしまうので、今後の出産数の推移を見

ながら、現状は続けていっていただけるほうがいいのかなと思います。 

【嵯峨委員】縮小傾向にしてもいいですよね。というのは、民間の名前を出し

たらですけれども、横西産婦人科は、リゾートホテル的な要素で、口コミで

相当増やしています。市立でやっていた分がそっちに流れているのではない

かというくらいでありまして、そうなると継続するのはいいのですが、可能

な限り縮小したいと私は思います。 

【杉山委員】信大病院の分娩室は新しいですね、分娩の設備。陣痛室、分娩室

じゃなくて、お産まで全部できる個室に直接入って、陣痛のときから分娩ま

でひとつにできて。身内も出産させていただきましたけども、アメニティの

良さっていうのはお産にはものすごく関係します。いくらあの優秀な医師と

助産師がいても、体制があってもやはり、アメニティというのは重要です。 

【鳥羽座長】信州大学はお産は増えているんですか。 

【川真田委員】今杉山先生にＬＤＲを褒めていただいて大変ありがたいんです

けれども、信州大学も減っています。５から７パーセントずつ減っていって

います。これはどう考えても出生率の低下そのものですので、毎年３から５

パーセント掛けていくと、今後かなり急激に減っていくだろうと思います。

出産可能年齢の人口がそういう形で減っていきますので。松本市立病院はい

ただいたデータで見ると、多分松本市内よりもそのスピードが速い。ですが、

やはりお産は地域の安心ですので。それと、産科の場合は一人ずつドクター

が減っていったら良いというものではない。やはりお産が減ってもそこに要

する人員というのは最低単位というのはそれなりの数が必要ですから、どう

してもその点は経営上はマイナスになってしまうのです。ただやはり現状松

本市立病院はそれなりの機能を持っていらっしゃいますので、新病院になる
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ときにやめるということはもちろんできないのですが、長期的に段々減って

いくのを念頭に、お産を増やす努力をするというのはあまりされないほうが

良いんじゃないかなというふうに思っています。 

【鳥羽座長】少子化対策が大事であることは間違いないのですが、それはなか

なか難しい点もありますので。とりあえず、効率化を図る、規模の縮小を考

慮して継続はしていくということでよろしいですか。 

次に小児科医療について。久保先生どうでしょうか。 

【久保委員】先ほどの産科と全く同じですけれども、やはりこれからどんどん

人口が減っていくのですが、日本の将来を考えるとやはり人口を増やしてい

くような政策はぜひ取ってほしいと思っておりますので、ここはあえて、人

口減に拍車をかけるような周産期医療・小児医療を切る必要はないと思って

おります。 

【鳥羽座長】アピールするというお二人は、少子高齢化に対する松本市がスト

ップをかけていくようなシンボルとしても残してほしいということですが、

これは別のメッセージとして伝えたいと思います。小児科についても、小児

科の先生も本日見たらたくさんいるんですね、ビックリしました。ですから、

効率化を考えつつ継続するということでよろしいでしょうか。 

それではその次、高齢者医療。私が専門であまりご意見が少なく申し訳な

いのですが。高齢者医療というのは実は儲からないのです。一人でいくつも

の病気を見て、薬が少ない医療ですから、意外に儲からない。お薬をやめる

とむしろお金をくれるようなシステムに最近はなっています。ただ高齢化の

中で避けられない。先ほどのフレイルといったものを念頭にした健診、それ

から物忘れ外来については、中村病院長がやっておられるので、今日は部屋

だけ見てきました。中に認知症疾患医療センター的なというのがありました

が、それは非常に難しいと思います。というのは、ＭＲＩ、スぺクトがやは

りないと太刀打ちできない。ＦＤＧ－ＰＥＴも今先進医療Ｂでやっています

し、信州大学はアミロイドイメージングもできるんですよね。そういう特殊

な核医学の検査とか、大学と直結したバイオマーカーのことも、なかなかで

すので、特別な認知症疾患医療センターとしてはどうかなと。実は、国立病

院機構まつもとが、私の研究班に入っていまして、入って勉強していただく

のはいいんですけれども。ですから予防的な、認知症の予防的な外来ですと

か、予防的なドックみたいなものはいいかもしれませんね。それは医師会と

タイアップして、地域医療の中でやっていくのが良いかもしれません。また、

認知症で言えば、共生といって、偏見を打破したり、住みやすいまちづくり

をするというのは、市の病院として医師会とやっていけるすごく良いことな
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ので、そのへんどうですか、杉山先生。認知症の医療について。診断だけで

はなく、偏見を打破したり社会と共生を図っていく。この地区ではどのよう

な動きになっているんですか。 

【杉山委員】松本市の地域包括ケア協議会と認知症の施策の協議会の二つがあ

っても良いだろうということで、それぞれ医師会も参加しています。派遣す

るチームによって、今まで埋もれていた方をどのくらい拾い上げてきちんと

医療の場にもってくるかということについてはやっていますが、治療の体制

についての施策は、今医師会としてテーマには具体的には挙がっていません。

通常の治療をしています。 

【鳥羽座長】あまりここは、家族とか当事者の会の参加というのはないですか

ね。 

【杉山委員】そういう形にはなってないと思いますけれども。 

【鳥羽座長】天野先生がいらしたので、信州大学ではやはり認知症医療は力を

入れておられるんですかね。 

【川真田委員】天野先生はやっておられましたけれども、認知症主体ではない

と思います。私どもの精神科が認知症主体でやっているわけではないと思い

ます。むしろ関連病院で。 

【鳥羽座長】分かりました。それでは、市民のニーズに応じて、できるだけノ

ウハウを生かした認知症医療・認知症の共生について展開していくというふ

うに、私もアドバイスさせていただきますが、そういうことでよろしいです

か。 

【嵯峨委員】はい。今までご議論いただいている中で、市としてはできればど

こかスリム化していくものがほしいと思っています。そのうえで、今おっし

ゃっていただいたような、他の市内の病院にない特色を付けていきたいと思

っているんですが、今までお話いただいた中で、がんと周産期については少

し縮小傾向で、これはもういいんじゃないかというようなものは出てきてい

ないという気がするんですが。高齢者医療を特色としてつけていきたいとい

うのはもちろんあるんですけれども、では何を落としていくのかという部分

のお考えをお聞かせいただければありがたいと思います。 

【鳥羽座長】診療科の中で、人数をある程度最小限にしてスリム化するする方

法と、診療科の数そのものを絞るという二つの議論があると思うのですが、

今まで出た議論の中では、市立病院には、ない診療科もあるんですよね。例

えば呼吸器外科はないですし、呼吸器科はあるんでしたっけ、ないですよね。

血液内科もあるけど常勤ではないんですよね。神経内科もどうですか。です

から、常勤のいない診療科をどうするかという問題が第一です。眼科も耳鼻
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科もたしか非常勤の外来だけでしたよ。こういう常勤のいない診療科という

のは、市立病院では維持すべきなんでしょうか。どうなんですかね。久保先

生、県立病院のわりあい地方の方の病院で、診療科の絞り込みというものに

ついてはどうでしょうか。 

【久保委員】診療科が必要かどうかというものも、大事ですけども、どういう

診療をするかということでも病院のスリム化が図れると思っています。先ほ

ど、循環器内科に関しては、高い機械を入れてインターベーション（カテー

テルを使った療法のこと）をするのではなく、心不全を中心とした診療に切

り替えていければ、病院の高度化といいますか、高い機器も買う必要があり

ませんので、そのようなスリム化も必要かと思っています。 

【鳥羽座長】国立長寿医療研究センターも、お恥ずかしいことに胸部外科がい

ないものですから、カテーテルも診断カテーテルまでしかできないんです。

インターベーションをやると何かあったときに大変なことになるので。循環

器内科も診断カテーテルまでしかやっていません。主に診ているのは、確か

におっしゃるような診断と、心不全診療です。ですから、そういうところに

診療科の名前を減らすというよりは、守備範囲を縮める。それによって、常

勤のお医者さんの確保、専門性でそういう人を雇っていく。循環器でも若い

人はインターベーションができないと来ません。でも、一定の方でもうイン

ターベーションはいいやと、全人的な循環器を診たいという年配の先生はい

るので、そういう先生に来てもらうとかということになると思います。久保

先生、県立病院機構では小さなところでも、耳鼻科、眼科、血液内科、神経

内科という診療科目は残しているんですか。 

【久保委員】例えば木曽病院を例に挙げますと、脳血管障害の患者さんも多い

ものですから、一応神経内科のドクターは二人おります。それから循環器の

内科医が今いないんです。インターベーションの機械は入れないんですが、

そうは言いましても、かなりの高齢社会ですので非常に心不全の患者さんが

多いんですね。そういう方を他の、名前を出して失礼なんですけど伊那中央

病院だとかそういうところへ送ろうとしますと、病院のほうでも 80 歳、90

歳の高齢者の方を送ってもらっても困るというのが現状ですので、やはり循

環器内科医はいた方が地域の住民の方にはいいかと思うんですが、その診療

内容については、今言ったように心不全を中心にやってもらうと非常に助か

るなというふうに思っております。 

【鳥羽座長】感覚器の診療科は全部ありますか。木曽病院は。耳鼻科、眼科。 

【久保委員】耳鼻科、眼科はございます。常勤以外は、泌尿器科と眼科です。

耳鼻科はいません。皮膚科もいません。 
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【鳥羽座長】血液内科はどうでしょうか。 

【久保委員】いません。 

【鳥羽座長】診療科目はあるんですか。診療科として、血液内科は残っている

んですか。 

【久保委員】ないです。 

【鳥羽座長】どうでしょうか。すべての科はあった方が良いんですけども、ど

の程度看板を掲げるか。看板を掲げる以上は必ず来ます、なければ来ないで

すね。例えば血液内科だったら、週１回の血液内科ではいけないので、市内

の病院まで行くと。そうすると不便ですかね。宮田先生考え方はどうですか。 

【宮田委員】内科医の話とすれば、サブスペシャリティーは何かをがっちり持

っている先生がいるんですが、いろんな内科、総合内科的に診れるような、

外科もそうだと思うんですけども、そういう先生方に来ていただいて、あま

り内科の神経内科と呼吸器内科と消化器内科と、内科だけで 10も 20も看板

を掲げていてもしょうがないので、総合内科的なものと、ある程度そこに専

門性のある先生がいればそれを出していくような、そういった形でやってい

けばいいのではないかと思います。 

【鳥羽座長】昔の内科にしてしまうということですね。東大病院の外来は内科

しかないんですよ。内科というブースで 60ブースくらいあって、そこは血液

の人がやると、そういう形なんです。非常に分かりにくいですけども。です

から、専門診療科を内科という形にまとめて、それでやっていくというのも

一つの考え方ですね。内科の専門医であれば、トリアージくらいできますも

のね、どの内科の領域でも。そのような方向を検討するということでよろし

いですか。外科も外科でいい。内科、外科、小児科、産婦人科。非常に議論

が分かりやすくなりました。嵯峨委員どうですか。こういう形でいいですか。 

【嵯峨委員】はい。 

【鳥羽座長】ただ、大学からの医師の派遣が、内科に派遣してくれという。大

学の方でどうでしょうか。専門診療科のない、部長、医長、医員の３セット

でなければ送らないとか、今でもそのような大学のことは、私も教授をやっ

ていてよく存じているんですけども。 

【川真田委員】それは久保先生の方が詳しいと思うんですけども。 

【鳥羽座長】久保先生どうでしょうか。 

【久保委員】内科の新しい専門のシステムを見ると、今までの内科の専門医と

違って、一応かなりの他の科も見えるような体制になっておりますので、総

合内科医というような、あるいは総合医という概念でも良いのかなと思って

います。今回の専門医制度は、内科に関しては総合内科医的な要素が強いも
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のです。将来的に内科学会でも各サブスペシャリティの他に総合内科という

専門課程を作るようですので、そういうところを終了した内科医が来れば大

体の内科の診療はできそうですので、本当に専門医としては、内視鏡の専門

医など限られた専門医がいれば十分足りるのかなと思っています。 

【鳥羽座長】そうすると、新しい病院の方向性として、専門分化しすぎたもの

は、大病院、大学病院のほうにお任せし、市立病院では内科、外科と言った

基本的な診療科の分類のもとに、内科で多くの疾患を診られるような、内科

専門医、総合診療委の育成を目指す。外科も、外科の先生でもいろいろなこ

とができる先生もいるんですよね。整形外科も、ブラックジャックじゃない

んですけれど、大宮東病院のお医者さんで漫画を描いている先生がいるんで

すけれども、なんでもやっちゃう。胸部外科もお腹も全部やっちゃう先生が

いるんです。それはちょっと極端として、色々なことを総包括的に診れる先

生をむしろ歓迎するようなものにして、縮小していくと。よろしいですね。 

嵯峨委員、よろしいですね。 

【嵯峨委員】はい。 

【鳥羽座長】では残りの二つだけやってしまいましょうかね。残りは、終末期

医療。特に緩和ケア病床というものは、がんを集学的にやるということはな

いので、これは造らなくてよろしいでしょうかね。 

最後は救急医療。これは二次救急までということですが、何か救急医療に

関してご意見はございますか。 

【杉山委員】今、松本医療圏の二次輪番表がここにございますが、松本医療圏

は一応今、初期救急、二次救急、信大病院と相澤病院の三次救急ということ

で、今まだ崩れずに維持できています。これが二次の輪番表なんですが、曜

日完全固定の輪番制で、小児科１病院、内科・外科は２病院ずつということ

で組んでいまして、松本市立病院は、平日の夜は水曜日の小児科、内科、外

科、土日は第１土曜日と第３日曜日を担ってもらっております。コロナの時

には感染症指定病院としての機能があるということで、３月、４月は内科・

外科の輪番を外してコロナ対策に専念してくださいということをしまして、

また戻っていただいています。一応この形が維持はされているんですけれど

も、日曜日の内科などは２病院ずつやっていたのがどうしてもそれが維持で

きなくて、１病院ずつになっている日曜日があったり、それから平日の２病

院ずつというのも、今、一つの病院から、内科医が減るので来年の春は固定

輪番の毎週ができない、隔週にしてくれというような話がございまして、二

次の完全固定輪番制を維持するのに非常に苦労しています。その一翼を市立

病院も担っていただいて、この輪番表が維持できていると。やはり二次輪番



 23 

というのは可能な限り維持をしていきたいと考えています。相澤病院にＥＲ

があるからほどほどでいいんじゃないか、ない日があってもいいんじゃない

かということにはならないでほしいということは、強く感じております。 

【宮田委員】周辺にふたつの市があって、村がありますので、松本市を越えた

救急の患者さんの救急もある程度診ていますので、ぜひ残さざるを得ないの

ではないかと思います。 

【鳥羽座長】どうでしょうか。久保先生。 

【久保委員】現在の救急体制のひとつの役割を担うということで十分なのかな

と思っております。松本医療圏では、相澤病院が救急を非常にしっかりとや

ってもらっていますので、特に松本市立病院が救急に特化した病院にする必

要はないというふうに思っています。 

【鳥羽座長】特化する必要はない、輪番制の中でやるということで十分である

と。今日病院できいてみたら、５人くらい来て２人入院するくらいだと言っ

ていましたので、まあ普通の中小病院ですね。ここまでで大体担うべき役割

を一つずつ潰しましたが、先ほど嵯峨委員からも指摘があったように、一つ

一つ見ていくと、やっぱりこれも大事だというふうに全部残ってしまう。で

も先ほどいい議論ができて、診療科の集約とか、それから効率化というもの

によって、医者の数やベクトルを考える。この二つの議論が効率化を生む。

まだ少し時間が残っておりますので、病院の… 

【久保委員】先生、ちょっとよろしいでしょうか。先ほど障害者総合支援医療

で、子どもの発達障害の話が出ましたけども、今、中南信は、県立こども病

院と信大病院と県立駒ヶ根にある心の医療センター駒ヶ根で連携をしていま

して、特に発達障害は、その３つの病院で順番に連携しながら診るようにな

っています。あと、長野県の方針としまして、各二次医療圏に外来診療で発

達障害を診るような小児科を、あるいは精神科を作ろうという、いまそうい

う事業を行っておりますので、これは県のほうの動きとともに考えればいい

のではないかと思っています。現時点で松本市立病院に発達障害を診る診療

科を作る必要はないのかと思います。 

【鳥羽座長】余力もあまりないうえに、県のほうで大きな計画を立てておられ

れば、その中で指定される医療機関の様子を見てからということでよろしい

ですか。あとは今日、へき地医療の拠点病院について立候補したいと中村病

院長が言っておられましたが、久保先生これはどうですかね。可能性は。 

【久保委員】それは、ぜひとってもらったほうが、周りの地域の診療所を支援

するという意味でもいいのかなと思っております。それはとっていただいた

方がいいのではないかと思います。 
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【鳥羽座長】協力病院よりも拠点病院になると、何らかの県からの支援もいた

だけるということですか。 

【久保委員】その…支援については、私はよくわかりませんけれども…。 

【鳥羽座長】これは市の方で勉強していただきますけど。やはり名前だけでは、

実もないといけないと思います。 

【嵯峨委員】財政的な支援は国からあります。 

【鳥羽座長】あるんですか。へき地医療拠点病院をとるように今努力して、い

い線いっているということで。他にまだ尽くされなかった議論はありますか。

大分駆け足でやってきました。よろしいですかね。 

    それでは、まだ少し時間がありますので、病院機能のことも大体話が出ま

したし、外来もいろいろ出てきました。在宅医療、在宅支援のことも大体出

てきた。病院の規模について、今までの議論を踏まえて、どの程度のものが

いいかということについて、委員の先生のご意見を聞きたいと思うんですが、

以前は何床だったんですか。 

【嵯峨委員】215床です。 

【鳥羽座長】最大で。それで、今が 199床。川真田先生、この前急性期の充足

率があまり高くなのではないかということで、調べてもらいましたがどうで

しょうか。追加資料で。 

【川真田委員】追加資料ではかなり高かったのではないでしょうか。正確なも

のは今見てないんですが、80…結構高く稼働されていた。 

【鳥羽座長】でも、これはちょっと変な気がするんですが。先生がおっしゃる

とおり、ここが高ければもう少し、急性期が８割くらいにしかならないかな

と思ったんですけれども。 

【宮田委員】これは稼働率で、利用率ではないんですね。要するに、24時の入

院患者の数を病床数で割ったものではなくて。 

【鳥羽座長】退院の患者さんも加わったもの。 

【宮田委員】利用率だともっと下がるはずです。 

【鳥羽座長】そういうことですね。午前退院、午後入院が、全部でどのくらい

あるかっていうのは、これではわからないということですね。民間ではそれ

が当り前ですけど、国立系では、私も東大のナショナルセンターへ行った時

は、午前退院午後入院、とんでもないことですね。許されないことです。予

約予定のベッドは３日前から空けておくんです。とんでもないこと。当然ベ

ッドの稼働率を上げるためには、そういうことをすれば総ベッド数は減らせ

るんです。200 床というものか、もう少し減らす余地があるかについては、

増やすという選択肢はないので、150 床くらいまでは絞れてもいいのかなあ
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とは思うんですが。今言った議論でいくつにするかは別として、内科外科、

あるいは診療科の集約で、効率的に。透析の数も、40は減らない…、透析は

ベッドじゃないですけれども。効率的に減らせるだけ減らした方がいいとは

思うんですけが、どうでしょうかね、医療需要から考えて。今じゃなくて、

建つのは３年後ですか。 

【嵯峨委員】４、５年後ですね、最速で。 

【鳥羽座長】５年後といったら大分違ってきますよ。その時にどのような新し

いニーズができているか不明ですが、感染症については、比較的今後も出て

くるんじゃないかと思ってやると。透析についても、５年後まではあまり減

らないだろうということで確保する。それから産科についても、ベッド数は

減っていくかもしれないけど一定数は確保、とりあえず。150 床以上は必要

でしょうけど、199 床まで要るかどうか分からないわけですね。この見通し

について、川真田先生どうでしょうか。この地区のベッド数は。 

【川真田委員】ベッド数を決めるのはかなり難しくて、いろんなデータを見て

もこれが適正だっていうのはなかなか出ないんですけども、がん診療を縮小

していくとたぶん在院日数は更に短くなってきますので、急性期の部分のベ

ッド数は、更に減っていいと思います。新病院を建てたときに、例えば４人

部屋を３人にするとか、減らすのは後からでもたぶん減らしてはいけるんで

すが、患者さんのアメニティーを高めるために個室を増やして、個室を最大

限にと言いますか多めにとってもいいと思うんですけども、最初から 199床

は、私はちょっと要らないのではないかと思います。そのあたりは相部屋の

患者さんの数を減らして、将来減らしていけるような構造で建築されれば、

対応できるんじゃないかと思います。 

【鳥羽座長】今でも、前にベッドを減らしたので４床を３床にして使っていて、

ようやく少しだけアメニティーが良くなってましたけど、それでもあれでよ

くと思って、今日は見てきましたけども。個室でもトイレがないんですよね、

びっくりしました。 

個室率は、今は 35パーセント以上というのが普通ですが、どうですか。相

澤病院もそんなもんですか。もっと４割とかにしてもいいかもしれませんけ

れども。産科もここは個室ではないのでしたっけ。 

【嵯峨委員】個室ではないです。 

【鳥羽座長】産科は全部個室にして、20床くらいにしてアメニティを。そうい

う形で節約していけば、180 床から 150 床くらいの間のところで絞っていく

という形で答申してよろしいですか。どうですか、杉山先生。よろしいです

か。もちろん情勢によってです。ものすごくここの人口が増えたりすれば別
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ですけれども。 

【嵯峨委員】その中に感染症病床も入っているということですか。 

【鳥羽座長】感染症は、感染症専用で確保しておくということはできないわけ

です。陰圧個室を例えば５床確保する。でも陰圧でない個室は陰圧フロアに

するということも可能ですけれども、それは非常にお金がかかるので、いわ

ゆる陰圧個室でなくてもいいわけなんですよね、重症でない人は。そこだけ

セパレートにすれば。エピデミックというかパンデミックになったときに、

そこだけ専用に使えばいいので。そこだけ確保して空けておくということは

できませんよ。できないですよね。 

【宮田委員】よく分からないですけれども、感染症指定病床って、６床と決ま

っているのを例えば 10床に増やせとか、そんなに簡単にできないですよね。 

【鳥羽座長】単位で決まっているんですよね。 

【事務局】県指定で、この圏域は６床ということで、松本市市立病院にお願い

をしている状況です。 

【鳥羽座長】６の倍数ですか。 

【事務局】いえ、圏域ごとに決まっておりまして。ここは６床ということで。 

【嵯峨委員】６床空けておかなければいけないんですか。 

【事務局】原則的には確保をお願いするということです。 

【鳥羽座長】確保で、他に使っても、感染症だったらなんでもいいんでしょう。 

【事務局】二類感染症指定病院ですので、二類を入れるというのが前提にはな

っています。 

【鳥羽座長】空いていたら二類以外を入れちゃいけないんですか。 

【事務局】運用としては考えられと思いますが、原則としては二類を受け入れ

るという形で補助が出ています。 

【宮田委員】６床を全部陰圧室にしておいて、そこが埋まったら他に使えるよ

うな動線で、いざというときに使えるような仕組みで、一般病床を用意する。 

【鳥羽座長】でも６床の例えば個室を、いつもいない時もずっと空けておけと

いうことですか。もったいない。有効利用して良いんですよね。いや、しな

いとそれはおかしいですよね。うちは感染症指定病院ではないんで、もっと

柔軟にできるんですけども。陰圧室とかを使って。感染症指定病院だと非常

に不自由なんですね。久保先生、どうしたらいいですかね。この感染症ベッ

ドの考え方は。 

【久保委員】６床は感染症指定病院ですので、用意しておく必要があるんです

が、言っている意味は、感染症指定病院は、県内の多くの病院は普通病床の

隅に感染症指定病床があるので、動線が全く分かれてないんですよね。だか
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ら感染症指定病室のところに動線があると、パンデミックになったときに他

の病床も感染症の病床に応用できるような形にしておくと、普段は普通の一

般病棟として使っていただいて、感染症がパンデミックになったときに、普

通病棟を動線を別にして利用できるような仕組みにしておくと、普段は一般

病床として十分使えますので、それほど 20床も 30床も空けておく必要はな

いと思います。 

【鳥羽座長】そういうことであれば非常にリーズナブルなんですよ。それでい

いかどうかは、行政のほうで詰めてください。でもそうしないと、６床なら

いいですけれど、もっと増やしていつも空けておけとなったら、コロナ明け

に大赤字になってしまいますんで。よろしいですか。では、今の久保先生の

ご提言を受けて、動線を分けられるような構造の新病院にする。ただ、一般

のパンデミックのない時には、一般病院として使えるか十分検討して、限り

なく使う方向でいけるようにということで。川真田先生よろしいですか、そ

れで。 

【川真田委員】はい。良いと思います。 

【鳥羽座長】そうすると、病院の規模のところまで行ってしまいました。最後

のところは次回に確保しておきたいと思ったのですが、患者需要の変化、人

件費、独立行政法人化、市繰入金について。まず嵯峨委員の方から市繰入金

について何かご意見があればよろしいですか。 

【嵯峨委員】繰入金については、鳥羽先生の資料、一般会計負担金の推移とい

うことでございます。この２、３年少し増えてきていまして、令和元年度は

約５億 5,000万円の繰入金を入れていると。国の基準は約３億 4,300万円と

いうことでありますので、その他に市の独自のものということになります。

まだ市長としっかり詰めたわけではないですけれども、財政的にはこのへん

がマックスだろうなというふうには感じています。これ以上のものをという

ことでも、無制限にということは全く考えていなくて、一定の額を上限で、

あとは病院の努力でやってほしいということは考えています。 

このくらいの金額であればまあ何とか。ちょっと増やすのはなかなか厳し

いですね。 

【鳥羽座長】新病院を建てた場合に、お金は返していきますよね。それも含め

てこのくらいが限界だと考えていいんですね。 

【嵯峨委員】ええ。それで、この先の話になるんですが、仮に独立行政法人化

を選択したとすると、いったん全部リセットしなければなりませんので、今

ある借金を全額返し、累積欠損も解消し、退職金の引当金が足りなければそ

れも入れてということで、一度に何十億円かのお金を用意しなければいけな
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いということがありまして、そういうことを考えれば、これはこのへんがマ

ックスだろうと思います。 

【鳥羽座長】独立行政法人化のメリットとデメリットを市から言うと。一度に

たくさんの支出になるので、市民に対して… 

【嵯峨委員】でもそれでリセットして、あと定額でやっていけるということで

あれば、それはメリットがありますので。 

【鳥羽座長】やっていける…、やっていかなきゃいけないんです。それは経営

責任が発生しますので。足りなければ銀行から金を借りて、独立行政法人自

体が破産するだけです。２カ所の理事長をやっているものですから。 

久保先生、長野県の地方独立行政法人の、平均の援助はどのくらいですか、

１病院の。 

【久保委員】私は独立行政法人化になる時はここにいなかったものですから、

今副市長さんがおっしゃった様々な整備をしなければいけないようですけれ

ども、一番の問題は、独立行政法人化した後に、給与体系と人事評価をどう

するのかというのが非常に大きな問題でして、年功序列式に給料を上げてい

きますと、うちもそうでしたが、人事院勧告の通知をそのまま受けてしまう

と、かなりの給料のアップになりますので、もし独立行政法人化するときは、

一度公務員の給与体系をチャラにして、病院にあった新しい給与体系にして

から取り組まないと、いろいろと経営上難しいことが起きますので、慎重に

やった方がいいのかなと思います。 

【鳥羽座長】今私は都の独立行政法人の理事長ですが、都立病院に比べて、独

立行政法人のほうが大体１割以上給料が安いです。その分独立行政法人なの

で、大学独法と同じでように週に半日アルバイトに行ってよろしいと。そう

いうことで安く抑えられています。それは国立長寿医療研究センターの時も、

健康長寿医療センターよりも、部長とか院長、そういう給料はもっと安いん

です。ですから、給与体系を変えられるんですね。しかも給与体系の累進性、

それも独立行政法人で規定できますので、累進性も、高齢者になって上がる

ことを抑えて、その分若いところを手厚くして若い人を採用するとか、その

ような自由裁量はいくらでもあります。退職金も、市の時に就職した人の退

職金は、市の方で払ってくれるということで、だいぶ身軽になるんですね。

累積した債務も払ってもらうと大分身軽になるので、独立行政法人の経営と

いうのは、そんなに難しくないと思いました。一番ひどいのは、がんセンタ

ー。がんセンターは 600 億円で新病院を建てたんですけれども、300 億円く

らい国が払っているんですね、独立行政法人になる時に、チャラにしたんで

す。国立長寿医療研究センターは、病院の建つ前だったので、病院が一銭も
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ほとんどチャラにしてもらえず、新しく病院を建てる時に銀行からから金を

借りて、国から金を借りて毎年何億も払わなければいけないという、非常に

厳しいものでした。 

その代わり、独立行政法人の場合には経営、外部経営の人も入れて厳しい

環境にさらされますので、民間とほぼ同じと、相澤病院と同じと考えていい。

どうですか独立行政法人化について。 

【宮田委員】民間はほとんど金が入ってこないので。市立病院ですからある程

度のことは仕方がないと思うんですけど、僕のイメージとしては、足りなく

なったらその分つぎ込んで、つぎ込んで、つぎ込んで、ずっと来たというイ

メージがあるので、やはりある程度上限が決まって、病院主体の運営ができ

た方が、病院としても活気が出てくるのではないかと思います。 

【鳥羽座長】独立行政法人にして良い点は、病院長以下、部長、一般の医師に

至るまで、経営に対する意識改革ができることです。自分たちはこうしない

と病院をやっていけない。サービスを良くしないと患者さんも満足しないの

で、サービスも良くなります。いわゆる親方日の丸ということは一掃される

ということはありますね。ただ、市のグリップが市立と独立行政法人でどの

くらい違うということですが、おそらく理事長、理事は市長の任命になりま

すので、その辺のグリップはきくでしょうというふうには思います。川真田

先生どうでしょうか、独立行政法人化の議論については。 

【川真田委員】私たち国立大学法人も独立行政法人化されましたので、独立行

政法人化が経営上、公的病院にとって良いのはもちろんだと思いますが、逆

に管理者が責任をとらなければいけないので、市としてはそれをどこまで考

えてやっていかれるかと。ただ市立病院に関しては、私の給料なんかよりも

圧倒的に私の同門の先生の方が多いので。そういう意味では、やっぱり給料

を抑えるというシステムは必要だろうとは思います。 

【鳥羽座長】給与のことは、私が手当の出てない資料を出してしまったので、

これは委員限りにしますけれども。私が請求させていただいた給与の資料を

見ますと、やっぱり恵まれていますね。これ、どうですか、相澤病院と比べ

て。 

【宮田委員】僕はちょっと前に市の方から資料いただいて。平成 30年のデータ

でしたか、医師の平均給料が 2,000万円くらいで、看護師が 700万円をちょ

っと切るくらいだったんですよね。手当を入れて。考えられないですよね、

平均でそれは。 

【嵯峨委員】今もそうです。 

【宮田委員】今もそうですか。考えられられないです。 
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【鳥羽座長】失礼ですが、私は２カ所の理事長をやっていますけど、それより

もＡの方、私の両理事長よりも 1,000万円以上高いです。びっくりしました。

国立長寿医療研究センターの病院長の給与が 1,500万円ですから。信州大学

病院の病院長の方がもっと安くて申し訳ないと思うんですけども。やっぱり

これでは経営は成り立たないですね。でもこうしないと医者が来ないんです

かね。 

【宮田委員】そこらへんは分からないですけども、スタッフの高齢化とかとい

うのはあるんじゃないですか。なかなか辞めないので。 

【鳥羽座長】これ、市の給与体系ですか。 

【嵯峨委員】市の医療職の給料体系、プラス時間外各種手当という、これが大

きいんです。 

【鳥羽座長】計算の方法がわからないんですが。 

【嵯峨委員】基本給というのは市の給料表です。 

【鳥羽座長】各種手当も、月 40万円くらいの人とか、すごいですよね。これを

市立病院のまま建設したら、一切変えられないんですかね。 

【嵯峨委員】変えられないです。 

【鳥羽座長】独立行政法人化して、手当の付け方を見直し、業績評価でこれを

年俸制にして、これらの手当てについては、業績に応じてＳ・Ａ・Ｂ・Ｃ・

Ｄという、今私もしてますけど、こういう形でやらない限りは、抑制はきか

ないですよね。 今いる人たちの給料下げることは絶対できませんから、カー

ブを緩やかにするか、新しい給料体系にして、新しく入ってくる人から、そ

れでも何年もかかりますね。でも手当については一部できるかもしれません。

その場合には、経営が非常に苦しいということで、全職員に対して理解が必

要ですね。久保先生、地方独立行政法人になったときの給料体系の見直しに

ついて、何かご苦労されたことはありますか。 

【久保委員】うちは原則、非公務員型の独立行政法人にしたのですが、独立行

政法人化するときに、組合との折衝で、公務員型の給与体系とか人事体系を

そのまま引きずっていますので、給与とか人事評価で、今その見直しを図っ

ているところです。やっぱり独立行政法人化するときには、今鳥羽先生がお

っしゃったように、かなり思い切った病院に合った給与だとか人事体系にし

ないと、経営的に厳しくなるのかなあと思います。 

【鳥羽座長】長野県の給与が、全国より若干恵まれているというのは存じてい

ます。それは全国統計であるのですが、それはそれで仕方がないと思います。

ただ、長野県の平均よりももしはるかに高い部分があるとすると、それはど

うして、そういう高い給料を払う価値があるのかということを市民に説明す
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る義務がありますし、それだけのサービスをこの市立病院がしているかどう

かということにもなってきますので。私は独立行政法人化したほうがいいと

思いますけども、どうでしょうか。独立行政法人化がまずいということはあ

りますか。市の方がびびりますか。 

【嵯峨委員】いえ、そんなことはないです。むしろ今の公営企業のスタイルで

やっていくことに限界があると思ってますし、そもそも、やはり制約が多い

んですね。契約一つとっても様々な制約があるものですから、自由度という

ことを考えれば、独立行政法人化の方がよろしいのでは。最初の財政負担は

つきますけれども、長い目で見れば。 

【鳥羽座長】長い目で見れば必ずプラスになりますよね。運営交付金という形

でも、年々１パーセントずつ減らすくらいが普通ですから。努力目標ですよ

ね。どうですか、杉山先生。 

【杉山委員】私には全部分析する力はないんですが、独立行政法人化とした時

には、病院の独立した管理者と院長、部長の皆さんの経営責任というのです

か、そういうものがかかります。その時にその方たち、それから職員が、き

ちんとしたモチベーションというか、やりがいを持った職場だということを、

引き続き持った形で医療を続けられないと。それがある時に、市立病院、公

的病院の危機状態、全員退職しちゃったとか診療科がなくなったとかいうこ

とにつながりますので。今の北野先生とか中村先生の考え方、姿勢が、そう

いう意向に耐えられる、組織を大事にしていく、そういう覚悟を職員の方た

ちが持っていただいて移行できるかどうか。そこのところは慎重にやらない

と、本当に崩壊につながりかねない。 

【鳥羽座長】慎重にやらなきゃいけないんですが、新病院を建てる時にしかで

きないと思います。私は国立長寿医療研究センターの病院長として招聘され

たんですね。その前の国立の時の給料が 1,780万円で、来てくれないかとい

うことだったんです。独立行政法人になって行ったら、1,450 万円でした。

病院長で。約束と 300万円も違う。でも、モチベーション高くやりました。

お金の問題ではないと思います。どういういい市立病院をやるかということ

で、トップの人は大丈夫。下の人が、どれくらい耐えられるかだけですね。

そう思うんですがどうでしょうか。 

【杉山委員】それに掛かっているという。 

【鳥羽座長】まずどういう夢のある新しい診療をやるかというグランドデザイ

ンを、皆さんといいものを作っていくということを示して、財政も苦しいの

で長期的に借金を返していかなければいけないということで、新しい給与体

系で一部我慢してくれと、そういうことで共感の得られる医師だけでやるし
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かないと思います。その時にガタガタして辞めていった医師もいますけども、

最終的には納得してくれると思うんです。民間はみんな当たり前ですから。

どうでしょうか。 

【宮田委員】ちょっと前ですが、人事制度が入った時、いきなり僕も給料、年

俸 300万円下がりました。ただその時は、トップが人事制度入れてこうやっ

ていこうというビジョンがしっかりしていましたので、まあそういうものか

なあと思って、あんまり逆流する人もいなくて進んでいきましたので、持っ

ていき方だと思います。 

【杉山委員】松本市医師会も、検査センターとか看護学校とかを持っています

が、この数年でかなり給与体系とかですね、確かに色々な歪がありましたの

で、厳しくやっておるつもりですが、やはりそういうことをした時の職員の

モチベーションをどうやって保つか、志がなくならないようにするかという

のは、非常に重要なことだと思います。 

【鳥羽座長】一つ、看護が７対１にこだわっているようなのですが、今は 10

対１でもなだらかに、あまり減らないようになってきていますので、今後 10

対 1を基本にしていってもいいのではないかと思うんですが、どうでしょう

か。 

【宮田委員】おっしゃるとおりです。４人夜勤組んでいるんですよ、市立病院。

今どき４人夜勤なんて組んでいるところなんてない。そうすると手当も上が

るし、せいぜい３人夜勤ですよね。 

【鳥羽座長】２人でいいのでは。 

【宮田委員】それ先生厳しすぎると思うんで。まあ２人でやってますけどね。 

【鳥羽座長】普通２人夜勤です。ありえないです。それも恵まれた手当のほう

に反映されていると思いますので。経営については私大いに不満があります。

給料に関しては。恵まれすぎているのに大赤字だということに関しては、相

澤病院を手本にやると。 

【宮田委員】先生、うち赤字ですから。（笑い声） 

【鳥羽座長】悪いところを真似ないで。だいたい総括となると思いますが、久

保先生どうでしょうか。 

【久保委員】独立行政法人化して一つ良いのは、病院長だとか理事長の裁量で

病院経営ができるということが一番大きなメリットです。そこと、さっき言

いました給与体系との兼ね合いをどうするかというのを、市ともよく相談し

ながら考えていく必要があろうかなと思っています。 

【鳥羽座長】川真田先生いかがでしょうか。 

【川真田委員】皆さんのご意見に付け加えるようなものはございません。 
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【鳥羽座長】この地域は、信州大学を始めとして、理事長に新たになられるよ

うな人材は豊富と思いますので、川真田先生そのへんもまた考えていただき

まして、ぜひ夢のある議論を。今日のところで相当まとまりましたので、次

回は今のところをまとめていただいて、次回 1点 1点確認しつつ補充してい

くと、次回でだいぶまとまってくると思うんですが、今日はご欠席の先生も

いましたので、次回は少なくともテレビ会議では、意見をお聞きしつつやり

たいと思いますが、よろしいでしょうか。 

【嵯峨委員】それと、特色のところで、高齢者医療のところをもう少し議論さ

せていただければと思います。 

【鳥羽座長】高齢者医療ですね。皆さんに特段なければ、私が今までやってき

たことで、もうかりそうなことというか、ある程度ペイしそうなことについ

は、資料を次回までに用意させていただきます。よろしいでしょうか。それ

ではこれでおしまいにします。 

 

５ 傍聴 

  傍聴者 ９人 

 

６ 次回開催日時 

令和２年１０月８日（木）午後２時から午後４時 

場所は松本市役所 第二応接室 リモート会議を予定 


